
 
 
 
 
 

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町 

合 併 協 議 会 

 

第８回 住民・福祉・教育小委員会 

 

 

 

 

 

 

日時 ： 平成１４年１１月７日(木) 

 

場所 ： 弥栄町役場    会議室 

  

  



次 第 
 

１．開会 
 
 
 
２．議題 
  
（１）協議第１号  １９－ ４ 人権啓発の取扱い 
 
（２）協議第２号  １９－１３ 環境事務の取扱い（その２） 
 

 （３）協議第３号  １９－１４ 塵芥処理の取扱い（その２） 
  
 （４）協議第４号  １９－１６ 各種社会福祉事業の取扱い（その４） 
 
 （５）協議第５号  １９－２２ 社会教育の取扱い（その４） 
 
 （６）次回の議題について 
   ・協定項目の協議について 
 
 
（７）次回の会議開催について 

  ・第９回住民・福祉・教育小委員会  
  日時 平成１４年１２月１１日(水) 午後２時３０分～ 

   場所 アグリセンター大宮 会議室 
    
 
 
３．その他 
 （１）新市建設計画の具体化等について 
  
 （２）その他 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 人権啓発の取扱い 整理番号 １９－４ 専門部会名 住民部会 

分    類 人権啓発事業 分科会名 人権行政分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 啓発推進組織 

  ①名称 

 

  ②構成 

  

 

 

 

  ③事務局所管課等 

 

２ 人権啓発事業 

 

 

 

 

３ 人権擁護委員 

  ①活動内容 

 

 

 

 

 

  ②委員数 

 

４ 人権特設相談の開 

設状況 

 

 

 

 

峰山町人権を守る会 

 

町内各種団体と個人加入会員 

 

 

 

 

町民課・教育委員会 

 

人権講演会を年２回開催、他に啓 

発広報年２回発行 

 

 

 

 

 高齢者、女性、障害者、子供等

のあらゆる人権が、普遍的権利と

して尊重されるよう日常的に相

談等を行っている。 

 

 

４名 

 

年３回程度開催 

 

 

 

 

 

大宮町人権教育推進協議会 

 

大宮町内に在住・在勤する者及び

団体 ３９０名 

 

 

 

同左 

 

人権問題研修会（人権講演会、映

画会） 

ニュース発行、学習会（会員研修、

参加団体の研修会） 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

４名 

 

年２回開催 

 

 

 

 

 

網野町人権啓発推進委員会 

 

学校教育・社会教育・町議会・行

政・民生児童委員・区長・老人会・

人権擁護委員・学識経験者・企業

等代表者 

 

教育委員会 

 

街頭啓発、人権啓発ポスター展、

啓発チラシ、啓発ビデオ購入、講

演会 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

５名 

 

年３回開催（５,１０,１２月） 

相談員  法務局職員、人権擁護委

員、弁護士 

 

 

 

丹後町人権教育推進連絡協議会

 

行政､社教団体､民生委員､人権擁

護委員他 

 

 

 

住民課､教育委員会 

 

講演会､研修会､視察､リーフレッ

ト配布 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

３名 

 

 心配ごと相談（毎月開催） 

 法律相談（２回/年） 

 

 

 

 

なし 

 

なし 

 

 

 

 

なし 

 

人権啓発活動（啓発物資配布等）、

人権講演会、人権映画会 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

４名 

 

よろず相談（毎月開催） 

無料法律相談（年１回） 

 

 

 

 

久美浜町人権教育推進協議会 

 

各種団体及び個人（９９団体、２

０３名） 

 

 

 

教育委員会 

 

街頭啓発 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

４名 

 

年３回開催（５,１０,１２月） 

法律、登記、人権、行政相談の合

同開設 

 

 

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－４  人権啓発の取扱い 整理番号 １９－４ 専門部会名 住民部会 

分    類 人権啓発事業 分科会名 人権行政分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

（案） 

  

 

  新市移行後に啓発推進組織を設置し、引き続き人権啓発事業を実施する。 

 

 

 

  現在行なっている事業を基本として新市に移行する。 

 

 

 

  人権擁護委員法に基づいて処理をする。 

 

 

 

現在行なっている事業を基本として新市に移行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       

     

 

 

 

１ 啓発推進組織 

   各町とも啓発推進組織で事業を行なっている。 

 

 

２ 人権啓発事業 

   各町とも概ね同じような事業を行なっている。 

 

 

３ 人権擁護委員 

   法務大臣が定めた定数で、人権擁護委員法に基づいて活動を行っている。 

 

 

４ 人権特設相談の開設状況 

   各町とも概ね同じような事業を行なっている。 

   

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 人権啓発の取扱い 整理番号 １９－４ 専門部会名 住民部会 

分    類 保護司 分科会名 人権行政分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 保護司の業務 

 

 

 

 

２ 保護司の人数 

(H14.4.1現在) 

   

 

犯罪をした者の改善及び更生を

助け、または犯罪の予防を図るた

めの啓発及び宣伝の活動等を行

う。 

 

４名 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

５名 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

７名 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

４名 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

４名 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

７名 

 

 

根拠条例・要綱・規則等 保護司法 同左 同左 同左 同左 同左 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－４  人権啓発の取扱い 整理番号 １９－４ 専門部会名 住民部会 

分    類 行政相談事業 分科会名 人権行政分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

（案） 

  

 

  現行のまま新市に移行する。 

 

 

 

行政相談委員法により行政相談委員は、総務大臣が委嘱することと規定されているため、新市において調整する。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       

     

 

 

 

１ 行政相談事業 

   各町とも同一の事業を行なっている。 

 

 

２ 行政相談委員数 

   行政相談委員の委嘱は、その委嘱をしようとする者の担当する市町村の区域を定め、かつ２年以内の期間を限っ

て、総務大臣が行うことと規定されている。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 人権啓発の取扱い 整理番号 １９－４ 専門部会名 住民部会 

分    類 行政相談事業 分科会名 人権行政分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 行政相談事業 

   

 

 

 

 

 

２ 行政相談委員数 

 
国の仕事、ＪＲ、ＮＴＴ、日本

たばこや公庫、公団、事業団とい

った特殊法人の仕事に関する苦

情の解決を促進するため、苦情の

相談内容を関係機関に働きかけ

ている。 

 

１名 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

同左 

根拠条例・要綱・規則等 行政相談委員法 同左 同左 同左 同左 同左 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－４  人権啓発の取扱い 整理番号 １９－４ 専門部会名 住民部会 

分    類 保護司 分科会名 人権行政分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

（案） 

  

 

  現行のまま新市に移行する。  

 

 

 

  新市移行により新しい保護区が設定されるため、新市移行後に調整する。  

 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       

     

 

 

 

１ 保護司の業務 

   保護司法に基づき各町とも同一の業務を行っている。 

 

 

２ 保護司の人数(H14.4.1現在) 

   保護司の定数は法務大臣が保護区ごとの人口、経済、犯罪の状況等を考慮して定めることと規定されている。(任

期は２年) 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 環境事務の取扱い 整理番号 １９－１３ 専門部会名 住民部会 

分    類 公害等苦情処理 分科会名 環境分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 公害対策審議会 

①委員数 

 

 ②任期 

 

③委員報酬額 

 

 

 

５名 

 

２年 

 

９，０００円／日 

(６，０００円／半日) 

 

 

 

 

未設置 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

同左 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町公害対策審議会規約      

 

 
 

2



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１３  環境事務の取扱い 整理番号 １９－１３ 専門部会名 住民部会 

分    類 動物管理 分科会名 環境分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

（案） 

  

 

  一元化に調整のうえ新市に移行する。 

 

 

   

  新市移行後は飼い主が処理することを原則とし、新市の処理場に持ち込まれた場合は、一般廃棄物として処理す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

      

  

 

 

 

１ 公道上の動物死体処理 

   １町のみ業者委託で、残り５町は町で回収し処分しているため、統一した処理を行なう必要がある。 

 

 

２ 飼犬、飼猫の死体処理 

   ２町で町が手数料を徴収し処理しているが、残り４町は飼い主が処理している。このため、統一した処理を行な

う必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 環境事務の取扱い 整理番号 １９－１３ 専門部会名 住民部会 

分    類 動物管理 分科会名 環境分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 公道上の動物死体

処理 

 

２ 飼犬、飼猫の死体

処理 

 

住民等からの通報を受け町で回

収し焼却処分 

 

飼い主が処理 

 

不燃物処理等業務委託回収業者

が回収し埋立処分 

 

同左 

 

住民等からの通報を受け町で回

収し埋立処分 

 

町に持ち込まれたものは、５００

円／匹の手数料を徴収し処理 

 

同左 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

飼い主が処理 

 

同左 

 

 

同左 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例 

 

大宮町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例 

 

網野町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例 

 

丹後町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例 

 

弥栄町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例 

 

久美浜町廃棄物の処理及び清掃

に関する条例 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１３  環境事務の取扱い 整理番号 １９－１３ 専門部会名 住民部会 

分    類 公害等苦情処理 分科会名 環境分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

（案） 

  

   

  環境基本法第４４条の規定により、市町村は環境審議会を置くことができるため、必要に応じて新市において調

整する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       

     

 

 

 

１ 公害対策審議会 

   １町のみ設置している。公害対策基本法は平成５年１１月１９日に廃止され、同日に環境基本法が施行され、公

害対策からより広範囲にわたる環境問題に対応することになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 環境事務の取扱い 整理番号 １９－１３ 専門部会名 住民部会 

分    類 環境基本条例 分科会名 環境分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 環境基本条例   

①名称 

 

 

  ②施行日 

 

 

  ③概 要 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

  ④特 徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

網野町美しいふるさとづくり条

例 

 

H13.4.1施行 

(一部、H13.7.1施行あり) 

 

空き缶、煙草などのポイ捨て、犬

のフン害などをなくし、きれいな

まちづくりを目指す。 

 

重点区域(空き缶、煙草などのポ

イ捨て、犬のフン害を特に防止す

る必要がある区域)、特別保護区

域(花火、ｷｬﾝﾌﾟ、炊飯、その他自

然環境に影響を及ぼす行為の禁

止)を指定し、環境保護を行う団

体(認定必要)により区域内パト

ロールを行い、指導、啓発を行う。

 

① 悪質なポイ捨てごみの行為

者へ対して、回収命令を発令 

② 区域内で喫煙等の禁止行為

者は、喫煙等の行為を止めるよ

う命令を発令 

③ ①②の命令に従わない行為

者に対して、環境保全講習の受

講、違反箇所付近の清掃命令を発

令 

※ ③にも従わない時は氏名等

を広報等で公表することがで

きる。 

 

 

 

 

 

 

 

根拠条例・要綱・規則等       

 
 

3
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１３  環境事務の取扱い 整理番号 １９－１３ 専門部会名 住民部会 

分    類 環境基本条例 分科会名 環境分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

（案） 

  

 

  実施町の条例制定に至った経過、目的等を尊重し、行政と住民等が一体となって豊かな自然環境を保全する立場

で、全市的な条例を制定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       

     

 

 

 

１ 環境基本条例 

   １町のみ制定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
小委員会確認期日  協議会確認期日  

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 塵芥処理の取扱い 整理番号 １９－１４ 専門部会名 住民部会 

分    類 一般家庭ごみ（不燃ごみ） 分科会名 環境分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 収集方式 

 

 

 

２ 収集回数 

 

３ ステーション設置 

  数 

 

４ 処理施設 

 

５ 施設の使用可能見

込年度 

 

 

 

６ 委託業者数 

 

ステーションに専用コンテナで

排出 

 

 

１回／月 

 

３３０箇所 

 

 

峰山町不燃物処理場 

 

Ｈ２８年度 

 

 

 

 

１業者 

 

同左 

※（指定コンテナ 850 円/個 販

売） 

 

同左 

 

３５３箇所 

 

 

大宮町清掃センター 

 

Ｈ３０年度 

（敷地は借地）

 

 

 

１業者 

 

指定ごみ袋に入れて、ステーショ

ンに排出 

 

 

２回／月 

 

８８箇所 

 

 

竹野郡塵芥処理組合 

 

Ｈ３０年度 

 

 

 

 

１業者 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

９９箇所 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

 

 

１業者 

 

同左 

 

 

 

１回／月 

 

１４２箇所 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

 

 

１業者 

 

ステーション排出（袋等の指定な

し） 

 

 

２～３回／月 

 

１３２箇所 

 

 

久美浜町清掃センター 

 

Ｈ２７年度（新施設） 

 ※最終処分場整備 

  Ｈ１５～Ｈ１６年事業で整

備予定 

 

１業者 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例 

峰山町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例施行規則 

大宮町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例 

大宮町廃棄物の処理及び減量化

等に関する条例施行規則 

網野町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例 

竹野郡塵芥処理組合条例、規則 

丹後町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例 

同左 

弥栄町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例 

同左 

久美浜町廃棄物の処理及び清掃

に関する条例 

久美浜町廃棄物の処理及び清掃

に関する条例施行規則 

 
 

1



 1

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１４  塵芥処理の取扱い 整理番号 １９－１４ 専門部会名 住民部会 

分    類 一般家庭ごみ（不燃ごみ） 分科会名 環境分科会 

 

課     題 調 整 結 果  

 

（案） 

  

  

 新市移行後はコンテナ収集を原則とする。ただし、現行の指定袋による方法の場合は、合併後３年をめどにコン

テナ収集に移行する。 

 

 

１回の排出量等を調査し、必要に応じ収集回数を調整のうえ新市に移行する。 

 

 

 現行のまま新市に移行する。 

 

 

各施設の建設時の経過等を考慮し、収集区域及び処理区域は現行のまま新市に移行する。 

 

 

  各施設の使用期限が到来する前に、次の施設整備計画等を新市において検討する。   

 

 

  現行のまま新市に移行し、契約期間満了までに新市において調整する。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       

     

 

 

 

１ 収集方式 

   現在のところコンテナ収集、指定袋収集、指定なしの３つの方法で行われている。このため、新市移行後は統一

することが望ましい。  

   

２ 収集回数 

   各町及び竹野郡塵芥処理組合構成町で回数が異なっている。 

 

３ ステーション設置数 

   課題なし 

 

４ 処理施設 

   各施設の処理区域の変更等が可能かどうか検討をする必要がある。 

 

５ 施設の使用可能見込年度 

   各施設とも平成２７年度から３０年度にかけて、使用期限が到来する。 

 

６ 委託業者数 

   契約期間は一般家庭ごみ（可燃ごみ）と同一である。 

 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 塵芥処理の取扱い 整理番号 １９－１４ 専門部会名 住民部会 

分    類 一般家庭ごみ（資源ごみ） 分科会名 環境分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 収集方式 

 

 

２ 収集回数 

 

 

３ ステーション設置 

  数 

 

４ 処理施設 

 

 

 

５ 委託業者数 

 

 

ステーション排出 

 

 

ペット、プラスチック類２回／月 

缶、ビン１回／月 

 

５０箇所 

 

 

峰山町リサイクルプラザ 

但し、古紙類は集団回収団体によ

り収集し引取業者へ 

 

１業者 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

４０箇所 

 

 

峰山町リサイクルプラザ 

但し、古紙類は大宮町清掃センタ

ーへ 

 

１業者 

 

同左 

 

 

２回／月 

 

 

８８箇所 

 

 

峰山町リサイクルプラザ 

但し、古紙類は集団回収団体によ

り収集し引取業者へ 

 

１業者 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

９９箇所 

 

 

同左 

 

 

 

１業者 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

３６箇所 

 

 

同左 

 

 

 

１業者 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

１０３箇所 

 

 

同左 

 

 

 

２業者 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例 

峰山町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例施行規則 

大宮町、網野町、丹後町、弥栄町、

久美浜町と峰山町との間の廃棄

物処理に係る事務の委託に関す

る規約 

大宮町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例 

大宮町廃棄物の処理及び減量化

等に関する条例施行規則 

網野町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例 

網野町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例施行規則 

丹後町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例 

 

弥栄町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例 

弥栄町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例施行規則 

久美浜町廃棄物の処理及び清掃

に関する条例 

久美浜町廃棄物の処理及び清掃

に関する条例施行規則 

 
 

2



 2

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１４  塵芥処理の取扱い 整理番号 １９－１４ 専門部会名 住民部会 

分    類 一般家庭ごみ（資源ごみ） 分科会名 環境分科会 

 

課     題 調 整 結 果  

 

（案） 

  

  

現行のまま新市に移行する。 

 

 

現行のまま新市に移行する。 

 

 

現行のまま新市に移行する。 

 

 

  現行のまま新市に移行する。 

 

 

現行のまま新市に移行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       

     

 

 

 

１ 収集方式 

 平成１４年４月から丹後６町の可燃ごみ及び資源ごみは、峰山町の施設で処理されているので特に課題はなし。

 

２ 収集回数 

平成１４年４月から丹後６町の可燃ごみ及び資源ごみは、峰山町の施設で処理されているので特に課題はなし。

 

３ ステーション設置数 

平成１４年４月から丹後６町の可燃ごみ及び資源ごみは、峰山町の施設で処理されているので特に課題はなし。

 

４ 処理施設 

平成１４年４月から丹後６町の可燃ごみ及び資源ごみは、峰山町の施設で処理されているので特に課題はなし。

 

５ 委託業者数 

平成１４年４月から丹後６町の可燃ごみ及び資源ごみは、峰山町の施設で処理されているので特に課題はなし。

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 塵芥処理の取扱い 整理番号 １９－１４ 専門部会名 住民部会 

分    類 一般家庭ごみ（粗大ごみ） 分科会名 環境分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 処理方法 

 ①可燃性粗大ごみ 

 

 

 

 ②不燃性粗大ごみ 

 

 

 ③直接搬入以外の手

数料 

 

 

２ 処理施設 

 ①可燃性粗大ごみ 

 

 ②不燃性粗大ごみ 

 

 

 

直接搬入を原則とし、搬入手段の

ない場合は戸別(玄関前)収集 

 

 

同上 

 

 

５００円／個(可燃、不燃とも) 

 

 

 

 

峰山町クリーンセンター 

 

峰山町不燃物処理場 

 

 

直接搬入 

 

 

 

直接搬入を原則とし、搬入手段の

ない場合は戸別(玄関前)収集 

 

５００円／個(不燃のみ) 

 

 

 

 

同左 

 

大宮町清掃センター 

 

 

直接搬入を原則とし、搬入手段の

ない場合は戸別(玄関前)収集 

 

 

同上 

 

 

５００円／個(可燃、不燃とも)

 

 

 

 

同左 

 

竹野郡塵芥処理組合 

 

 

直接搬入 

 

 

 

地区ごとに対応(１～２回) 

 

 

なし 

 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

ごみステーション前に回収許可

証シールの貼ってあるものを収

集 

 

同上 

 

 

回収許可証シール・１００円／個

(可燃、不燃とも) 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

直接搬入 

 

 

 

同上 

 

 

なし 

 

 

 

 

同左 

 

久美浜町清掃センター 

 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例 

峰山町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例施行規則 

大宮町、網野町、丹後町、弥栄町、

久美浜町と峰山町との間の廃棄

物処理に係る事務の委託に関す

る規約 

大宮町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例 

大宮町廃棄物の処理及び減量化

等に関する条例施行規則 

網野町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例 

網野町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例施行規則 

竹野郡塵芥処理組合条例、規則 

丹後町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例 

 

 

同左 

弥栄町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例 

弥栄町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例施行規則 

同左 

久美浜町廃棄物の処理及び清掃

に関する条例 

久美浜町廃棄物の処理及び清掃

に関する条例施行規則 
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 3

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１４  塵芥処理の取扱い 整理番号 １９－１４ 専門部会名 住民部会 

分    類 一般家庭ごみ（粗大ごみ） 分科会名 環境分科会 

 

課     題 調 整 結 果  

 

（案） 

  

 

  

  直接搬入を原則とし、既に可燃性粗大ごみは広域処理を行なっている。戸別（玄関前）収集は、搬入手段のない

高齢者世帯等に配慮して創設された経過等を踏まえて新市に移行する。 

 

  直接搬入を原則とし、それ以外の収集方法として、可燃性粗大ごみと同様に戸別（玄関前）収集を新市に移行す

る。 

 

  新市移行後は直接搬入以外の方法は戸別（玄関前）収集で対応することとし、可燃ごみ、不燃ごみともに手数料

は１個当たり５００円とする。 

 

 

   

  現行のまま新市に移行する。 

 

 

  現行のまま新市に移行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       

     

 

 

 

１ 処理方法 

 ①可燃性粗大ごみ 

   直接搬入以外の収集方法が異なっている。 

  

 ②不燃性粗大ごみ 

   直接搬入以外の収集方法が異なっている。 

 

 ③直接搬入以外の手数料 

   直接搬入以外の方法が異なるため、手数料も異なっている。 

  

 

２ 処理施設 

 ①可燃性粗大ごみ 

   課題なし 

 

 ②不燃性粗大ごみ 

  課題なし 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 塵芥処理の取扱い 整理番号 １９－１４ 専門部会名 住民部会 

分    類 指定ごみ袋 分科会名 環境分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 販売品目 

 

 

 

 

２ 販売価格 

（消費税込） 

 

３ 販売店舗等の数 

 

４ 販売手数料 

 

可燃袋（大 ４５㍑） 

可燃袋（小 ３０㍑） 

 

 

 

可燃袋（大） ３０円／枚 

可燃袋（小） ２０円／枚 

 

３６店舗 

 

販売価格の１割に消費税を加算

した額を手数料納入後に支払う 

 

同左 

同左 

 

 

 

同左 

同左 

 

４０店舗 

 

販売価格の１割に消費税を加算

した額を翌月に支払う 

 

同左 

同左 

不燃袋（大 ４５㍑） 

不燃袋（小 ３０㍑） 

 

可燃袋・不燃袋（大）３０円／枚

可燃袋・不燃袋（小）２０円／枚

 

１００店舗 

 

同左 

 

同左 

同左 

同左 

同左 

 

同左 

同左 

 

４０店舗 

 

商工会 １割 

販売店 １割 

- - － ― － － 

上記差し引き後、年度末に商工会

より町へ納入 

 

 

 

同左 

同左 

同左 

同左 

 

同左 

同左 

 

２０店舗 

 

販売価格の１割に消費税を加算

した額を２ヶ月毎に支払う 

 

可燃袋（大 ４５㍑） 

可燃袋（小 ３０㍑） 

 

 

 

可燃袋（大） ３０円／枚 

可燃袋（小） ２０円／枚 

 

６２店舗 

 

販売価格の１割に消費税を加算

した額を手数料納入後１ヶ月以

内に支払う 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例 

峰山町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例施行規則 

大宮町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例 

大宮町廃棄物の処理及び減量化

等に関する条例施行規則 

網野町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例 

網野町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例施行規則 

丹後町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例 

 

弥栄町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例 

弥栄町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例施行規則 

久美浜町廃棄物の処理及び清掃

に関する条例 

久美浜町廃棄物の処理及び清掃

に関する条例施行規則 

 
 

4



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１４  塵芥処理の取扱い 整理番号 １９－１４ 専門部会名 住民部会 

分    類 指定ごみ袋 分科会名 環境分科会 

 

課     題 調 整 結 果  

 

（案） 

  

  

 

現行のまま新市に移行する。ただし、新市移行後の一般家庭ごみ（不燃ごみ）はコンテナ収集を原則とし、現在

のところ未実施の区域は、合併後３年をめどにコンテナ収集に移行する。 

 

 

  可燃袋は現行のまま新市に移行する。ステーション収集の不燃ごみはコンテナ収集に移行し、処理手数料を課さ 

ないため、移行期間中の不燃袋は、竹野郡塵芥処理組合構成町で実費程度の統一価格を設定する。 

 

 

  現行のまま新市に移行する。 

 

 

 支払方法を統一したうえで新市に移行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

     

 

 

 

 

１ 販売品目 

    可燃袋は各町とも大、小の２種類だが、竹野郡塵芥処理組合の構成町は不燃物処理に指定ごみ袋制度を導入し

ているため、不燃袋にも大、小の２種類がある。 

 

２ 販売価格（消費税込） 

各町とも同一価格である。ただし、不燃袋は竹野郡塵芥処理組合の構成町だけが導入している。 

 

 

３ 販売店舗等の数 

    課題なし 

 

４ 販売手数料 

   支払方法を統一する必要がある。 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 4



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 塵芥処理の取扱い 整理番号 １９－１４ 専門部会名 住民部会 

分    類 廃棄物減量等推進審議会等 分科会名 環境分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 廃棄物減量等推進

審議会 

 ①委員数 

 

 ②任期 

 

 ③委員報酬額 

 

 

２ 廃棄物減量等推進

員(資源ごみステ

ーション立ち番) 

 

 

３ 塵芥処理監察委員

会 

①委員数 

 

 ②任期 

 

③委員報酬額 

 

 

 

 

１５名 

 

２年 

 

９，０００円／日 

(６，０００円／半日) 

 

資源ごみステーション１箇所に 

つき、２４，０００円／年(地元

区へ) 

 

 

 

 

未設置 

 

 

 

１５名 

 

２年 

 

８，０００円／日 

（半日５，０００円） 

 

資源ごみステーション１箇所に

つき、１，０００円/人・時間 

 

 

 

 

 

１５名 

 

２年 

 

８，０００円／日 

（半日５，０００円） 

 

 

 

１０名 

 

２年 

 

６，０００円／回 

 

 

資源ごみステーション１箇所に

つき、１，９００円/月  

 

 

 

 

 

未設置 

 

 

 

未設置 

 

 

 

 

 

 

資源ごみステーション１箇所に 

つき、２，０００円／月 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

資源ごみステーション１箇所に 

つき、１，０００円/人・時間 

ただし、小規模ステーションは 

５００円/人・３０分 

 

 

 

同左 

 

 

 

１５名以内 

 

２年 

 

６，５００円／回 

 

 

資源ごみステーション１箇所に 

つき、５００円/人 

 

 

 

 

 

同左 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例 

 

大宮町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例 

大宮町塵芥処理監察委員会規程 

網野町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例 

 

丹後町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例 

 

弥栄町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例 

 

久美浜町廃棄物資源化等推進審

議会設置条例 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１４  塵芥処理の取扱い 整理番号 １９－１４ 専門部会名 住民部会 

分    類 廃棄物減量等推進審議会等 分科会名 環境分科会 

 

課     題 調 整 結 果  

 

（案） 

  

  

 廃棄物処理法第５条の５に基づき、その組織及び運営に関して必要な事項は条例で定めることとし、委員の定数は 

３０名以内とする。 

   

 

 廃棄物処理法第５条の６に廃棄物減量等推進員を委嘱することができると規定されているため、地域の実情に応じ 

て委嘱する。なお、協力費は現行を基礎として新市に移行する。   

 

 

 各施設の設置に関する協定に基づき対応する。 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       

     

 

 

 

１ 廃棄物減量等推進審議会 

   現在のところ４町が設置している。 

 

 

２ 廃棄物減量等推進員(資源ごみステーション立ち番) 

   各町とも設置しているが、協力費を統一する必要がある。 

 

 

３ 塵芥処理監察委員会 

   現在のところ１町が設置して、不燃物処理場の管理の適正化と公害発生を防止するため、監察を行なっている。

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 塵芥処理の取扱い 整理番号 １９－１４ 専門部会名 住民部会 

分    類 ごみ減量リサイクル対策 分科会名 環境分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ リサイクル推進団

体助成 

 

 

２ 生ごみ処理機購入

補助 

 ①コンポスト 

 

 

 ②ＥＭ容器 

 

 

 ③電気式生ごみ処理

機 

 

３ ごみ籠等設置事業

補助 

 

４ 古紙等資源回収補

助 

 ①古紙 

  逆有償 

 

 ②アルミ 

 

 ③布 

 

粉石けん友の会への補助 

 

 

 

 

 

１世帯２基以内 

上限３，０００円／基 

 

１世帯２基以内 

上限３，０００円／基 

 

１世帯１台上限 １０，０００円 

 

 

なし 

 

 

 

 

７円／㎏ 

３円／㎏ 

 

５円／㎏ 

 

なし 

 

 

 

 

 

同左 

同左 

 

同左 

同左 

 

１世帯１台上限２０，０００円

 

 

地元区に補助(１／２以内) 

 

 

 

 

６円／㎏ 

３円／㎏ 

 

４円／㎏ 

 

４円／㎏ 

 

同左 

 

 

 

 

 

対象外 

 

 

対象外 

 

 

１世帯１台上限３０，０００円

 

 

なし 

 

 

 

 

７円／㎏ 

３円／㎏ 

（古紙以外の助成なし） 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

１世帯１台上限２０，０００円

 

 

なし 

 

 

 

 

古紙・アルミ 合計して７円／㎏

３円／㎏ 

 

同左 

 

 

 

 

 

１世帯２基以内 

上限３，０００円／基 

 

同左 

 

 

１世帯１台上限３０，０００円

 

 

ごみ籠は町が設置 

 

 

 

 

７円／㎏ 

３円／㎏ 

（古紙以外の助成なし） 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

１世帯１基以内 

上限３，０００円／基 

 

同左 

 

 

１世帯１台上限２０，０００円 

 

 

地元区に補助(２／５以内) 

上限１００，０００円 

 

 

 

７円／㎏ 

３円／㎏ 

（古紙以外の助成なし） 

 

根拠条例・要綱・規則等 

 

 

峰山町生ごみ処理容器等設置費

補助金交付要綱 

峰山町資源ごみ回収団体報奨金

交付要綱 

 

大宮町生ごみ処理容器等設置費

補助金交付要綱 

大宮町ごみカゴ等設置事業補助

金交付要綱 

大宮町古紙等資源回収活動報奨

金交付要綱 

 

網野町電気式生ごみ処理機購入

補助金交付要綱  
網野町資源ごみ集団回収団体助

成金交付要綱 
 
 
 

丹後町電気式生ごみ処理機設置

費補助金交付要綱 

丹後町古紙等資源ごみ回収活動

補助金交付要綱 

 

 

 

弥栄町生ごみ処理機器設置補助

金交付要綱 

弥栄町資源ごみ回収団体補助金

交付要綱 

久美浜町生ごみ処理機等設置費

補助金交付要綱 

久美浜町資源ごみ回収団体補助

金交付要綱 

久美浜町集落ごみ集荷所等整備

事業費補助金交付要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１４  塵芥処理の取扱い 整理番号 １９－１４ 専門部会名 住民部会 

分    類 ごみ減量リサイクル対策 分科会名 環境分科会 

 

課     題 調 整 結 果  

 

（案） 

  

      

リサイクル対策の重要性を考慮し、組織の育成及び継続的な発展を基本として新市に移行する。 

 

 

ごみの減量化を推進するため、新市移行後も購入補助を実施する。 

     コンポスト     １世帯２基以内 上限３，０００円／基 

     ＥＭ容器      １世帯２基以内 上限３，０００円／基 

     電気式生ごみ処理機 １世帯１台  上限３０，０００円／台 

 

 

  新市移行後は住民の管理を原則とし、補助制度は廃止する。 

 

 

  新市移行後は古紙回収補助のみを実施することとし、引き続きごみの減量化と資源の有効利用の推進を図る。 

古紙７円／㎏、逆有償（回収業者に対する手数料）３円／㎏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       

     

 

 

 

１ リサイクル推進団体助成 

   現在のところ１団体に対して補助をしており、新市移行後のあり方を検討する必要がある。 

 

２ 生ごみ処理機購入補助 

   各町における補助対象品目及び補助限度額等が異なっているため、統一を図る必要がある。 

 

 

 

 

３ ごみ籠等設置事業補助 

   ごみ籠の設置方法及び補助基準等が異なっているため、統一を図る必要がある。 

 

４ 古紙等資源回収補助 

   各町における補助対象品目及び補助単価が異なっているため、統一を図る必要がある。 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ２ 高齢者福祉  (２) 介護予防・生活支援事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

① 機能訓練教室 

事業内容 

脳卒中後遺症者等の機能訓

練(A型機能訓練) 

対象者 

脳卒中後遺症者等 

利用料 

 無 

開催頻度 

 年間  ２２回 

実施主体 

町 

延べ参加者数(13年度) 

 ２８６人 

 

 

７ 転倒骨折予防事業 

(事業名) 

 

事業内容 

 

 

対象者 

 

 

利用料 

 

 

開催頻度 

 

 

 

実施主体（町・委託

先） 

 

 

 

延べ参加者数(13 年

度) 

 

転倒予防教室 

 

栄養指導、転倒予防運動指導、基

礎体力測定 

 

６５歳以上の高齢者 

 

 

無料 

 

 

４回／年 

 

 

 

町  

 

 

 

 

３４人 

 

無 

 

転倒骨折予防教室 

 

保健師による運動指導などを通

して、寝たきりの原因となる転倒

を予防する。 

 

概ね６０歳以上の高齢者 

 

無料 

 

 

随時 

 

 

 

町 

 

 

７０人 

 

② いきいき教室 

事業内容 

地域の集会所等に出向き、

閉じこもり予防等教室(Ｂ型

機能訓練) 

対象者 

 閉じこもりがちな高齢者 

利用料 

 無 

開催頻度 

 年間  １０５回 

実施主体 

町 

延べ参加者数(13年度) 

 ７３２人 

 

 

 

 

介護予防教室 

 

クイズ、講演 

｢上手なお風呂の入り方と福祉用

具の紹介｣ 

６５歳以上の高齢者 

 

 

無料 

 

 

４回／年 

 

 

 

町（在宅介護支援センター） 

 

 

 

 

参加者       ２３８人 

 

無 

根拠条例・要綱・規則等    丹後町高齢者介護予防・生活支援

事業実施要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ２ 高齢者福祉  (２) 介護予防・生活支援事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調  整  結  果 

（案） 

 
 
 

一元化に調整の上、新市に移行する。 
 
  事業内容を各種高齢者福祉事業の中で調整し、全市に拡大して実施する方向で調整する。 
 

 

 

 

 

  ７ 転倒骨折予防教室 

 

     峰山町、網野町、丹後町、弥栄町で実施している。 

 

     各町により、実施内容に差がある。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ２ 高齢者福祉  (２) 介護予防・生活支援事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

８ 高齢者食生活改善

事業 

(事業名) 

 

事業内容 

 

 

 

 

対象者 

 

 

利用料 

 

 

開催頻度 

 

 

実施主体（町・委託

先） 

 

 

 

 

 

延べ参加者数(13 年

度) 

 

 

高齢者食生活改善事業 

 

 

介護予防・生活習慣病予防のため

の食生活に関する講習会 

 

 

 

地域の高齢者とその家族 

 

 

無料 

 

 

５回／年 

 

 

食生活改善推進協議会 

 

 

 

 

 

 

１２２人 

 

 

無 

 

高齢者食生活改善事業 

 

 

食生活改善推進員の育成をはじ

め、男性料理教室や、病態別料理

教室を開催。 

 

 

食生活改善推進員、町内高齢者等

 

 

無料 

 

 

不定期 

 

 

町 

 

 

 

 

 

 

２１７人 

 

無 

 

高齢者料理教室 

 

 

生活習慣病等の予防料理 

 

 

 

 

６５歳以上の者 

 

 

無料 

 

 

２回／年 

 

 

町 

 

 

 

 

 

３０人 

 

 

無 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町高齢者介護予防・生活支援

サービス事業実施要綱 

     

 



 2

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ２ 高齢者福祉  (２) 介護予防・生活支援事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調  整  結  果 

（案） 

 
 
 
  一元化に調整の上、新市に移行する。 
 
    全市において実施する方向で調整する。 
 
 

 

 
 

 

 

 

  ８ 高齢者食生活改善事業 

 

     峰山町、網野町、弥栄町で実施している。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ２ 高齢者福祉  (２) 介護予防・生活支援事業 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１０ 生活管理指導事

業（生活管理指導短

期宿泊事業） 

(事業名) 

 

事業内容 

 

 

 

 

対象者 

 

 

 

利用料(本人の負担

額) 

 

利用可能日 

 

 

委託先（施設） 

 

 

 

 

 

延べ利用日数(13 年

度) 

 

生活管理指導短期宿泊事業 

 

 

 

養護老人ホーム等に一時的

に宿泊（ショートステイ）し、

生活習慣の指導や体調調整

を行なう 
 

介護保険の対象とならない概ね

６５歳以上の高齢者 

 

 

１，７３０円／１日 

 

 

概ね７日間 

 

 

はごろも苑、満寿園 

 

 

 

 

 

７４日 

 

大宮町生活管理指導ショートス

テイ事業 

 

 

同左 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 満寿園・成相山青嵐荘・長生園

 

 

 

        

 

     ８１日 

 

 

生活管理指導短期宿泊事業 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

ｹｱﾊｳｽ丹後園、満寿園、成相山青

嵐荘 

 

        

 

 

２１３日 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 
 
 
同左 

 
 
 

同左 

 

 

同左 

 

 

いちがお園 

 

 

 

     

 

    ０日 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

満寿園 

 

 

 

 

 

０日 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

満寿園、成相山青嵐荘 

 

   

 

 

 

      ０日 

 

 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町高齢者介護予防・生活支援

サービス事業実施要綱 

大宮町生活管理指導ショートス

テイ事業実施要綱 

網野町高齢者生活管理指導短期

宿泊事業実施要綱 

丹後町高齢者介護予防・生活支援

事業実施要綱 

弥栄町生活管理指導短期宿泊事

業実施要綱 

久美浜町介護予防及び生活支援

対策事業実施要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ２ 高齢者福祉  (２) 介護予防・生活支援事業 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調  整  結  果 

（案） 

 
 
  
  現行のまま、新市に継承する。 

 

 
 
 
 

 

 

  １０ 生活管理指導事業（生活管理指導短期宿泊事業） 

 

     各町とも同一の事務を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ２ 高齢者福祉  （４）施設入所、福祉用具関係 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 老人日常生活用具

給付事業 

  

対象物品・13年度

取扱い件数 

 

 

  

 

   

 

   

 

  自己負担 

 

 

 

①火災警報機      ０件 

②自動消火器      ０件 

③電磁調理器（給付）  ０件 

④老人用電話      １件 

 

 

 

 

 

 

国基準どおり 

 

 

 

①火災警報機      ０件 

②自動消火器      ０件 

③電磁調理器（給付）  ０件 

④老人用電話      ０件 

 

 

            

 

 

 

同左 

 

 

 

①火災警報機      ０件 

②自動消火器      ０件 

③電磁調理器（給付）  ０件 

④老人用電話      ０件 

  

 

 

 

 

 

同左 

  

 

 

①火災警報機      ０件 

②自動消火器      ０件 

③電磁調理器（給付）  １件 

④老人用電話      ０件 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

①火災警報機      ０件 

②自動消火器      ０件 

③電磁調理器（給付）  ０件 

④老人用電話      ０件 

 

 

             

 

 

 

同左 

 

 

 

①火災警報機      ０件 

②自動消火器      ０件 

③電磁調理器（給付）  ２件 

④老人用電話      ０件 

 

 

 

 

 

 

同左 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町老人日常生活用具給付等

事業実施要綱 

大宮町老人日常生活用具給付等

事業実施要綱 

網野町老人日常生活用具給付等

事業実施要綱 

丹後町老人日常生活用具給付等

事業実施要綱 

弥栄町老人日常生活用具給付等事

業実施要綱  

 

久美浜町老人日常生活用具給付

等事業実施要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ２ 高齢者福祉  （４）施設入所、福祉用具関係 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調  整  結  果 

（案） 

 
   

 
現行のまま、新市に継承する。 

 

 

 

 

  １ 老人日常生活用具給付事業 

 

各町とも、同一の事務を実施している。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ２ 高齢者福祉  （４）施設入所、福祉用具関係 分科会名 福祉分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

２ 老人保護措置事業

（養護老人ホーム） 

入所判定 

 

 

判定会議の位置づけ

（条例・要綱・その他） 

 

 

判定会議メンバー 

 

 

 

 

地域ケア会議 

 

 

峰山町地域ケア会議設置要綱 

 

 

 

町保健福祉課長、医師、老人福祉

施設の長、その他必要と認められ

る者 

 

 

高齢者地域ケア会議 

 

 

大宮町高齢者地域ケア会議設置

要綱 
 

 

老人保健・福祉・介護保険担当者、

在宅介護支援センター職員、介護

支援専門員、介護保険施設職員、

在宅サービス機関、医師等医療関

係者 

 

 

 

入所判定委員会 
 
 
網野町老人ホーム入所判定委員

会設置要綱 

 

 

医師       

老人福祉施設長  

健康福祉課長  

老人福祉担当者及び健康推進係

長  

 

 

同左 

 

  

丹後町高齢者福祉・保健ネットワ

ークサービス連絡調整チーム設

置要綱 

 

保健福祉課長、保健師、高齢者福

祉担当、間人診療所長、いちがお

園長 

 

 

 

 

同左 

 

 

「老人ホームへの入所措置等の

指針について」（国通知）による

 

 

健康福祉課長、弥栄病院院長、満

寿園園長・指導員、健康福祉課課

長補佐 

在宅支援センター管理者・担当

者、老人福祉担当者 

 

 

 

同左 

 

 

久美浜町老人ホーム入所判定委員

会設置要綱 

 

 

久美浜病院長・久美浜苑施設長・保

健福祉課長 

満寿園 

１５人 

満寿園 

１１名 

満寿園 

６人 

満寿園 

１０人 

満寿園 

１０人 

満寿園 

7人 

成相山青嵐荘 

２人 

成相山青嵐荘 

４人 

成相山青嵐荘 

５人 

成相山青嵐荘 

３人 

 成相山青嵐荘 

３人 

三愛荘 

２人 

 三愛荘 

１人 

  

 長生園 

２人 

京都老人ホーム 

１人 

   

 

措置の状況 

(14.4.1現在) 

 

措置施設名      

措置人数     (人) 

 松寿苑 

１人 

府立洛南寮 

１人 

   

      

根拠条例・要綱・規則等 峰山町老人福祉施設入所措置等

事務取扱規則、峰山町老人福祉施

設措置費徴収規則、老人福祉施設

入所者に係る葬祭及び遺留金品

事務取扱要領 

老人福祉法に基づく老人ホーム

等入所措置費負担金徴収要綱 
老人ホーム等入所者に係る葬祭

及び遺留金品事務取扱要綱 

網野町老人福祉法施行規則 
老人ホーム等入所者に係る葬祭

及び遺留金品事務取扱要領 
老人ホーム等入所措置費負担金

徴収要綱 

丹後町老人福祉施設入所措置等

事務取扱規則、丹後町老人福祉施

設措置費徴収規則、老人福祉施設

入所者に係る葬祭及び遺留金品

事務取扱要領 

弥栄町老人福祉法施行細則 
弥栄町老人福祉法に基づく老人

ホーム等措置費負担金徴収要綱 
弥栄町老人ホーム入所者に係る

葬祭及び遺留金品事務取扱要綱 

久美浜町老人福祉法施行細則 
老人ホーム等入所者に係る葬祭及

び遺留金品事務取扱要領 
老人福祉法に基づく老人ホーム等

入所措置費負担金徴収要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－１６ 各種社会福祉事業等の取扱い 整理番号  専門部会名 保健福祉部会 

分    類 ２ 高齢者福祉  （４）施設入所、福祉用具関係 分科会名 福祉分科会 

 

課     題 調  整  結  果 

（案） 

 
 
 
  新市に移行後、新たに判定会議の構成員を定め、適正な入所措置事務を行う。 
 
 

 

 

 

 

  ２ 老人保護措置事業 

 

入所判定会議の構成員について、各町により相違がある。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



 1

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ５ 文化財に関すること 分科会名 社会教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 指定文化財 

 ・推進の重点 

 

☆文化活動 

 生活にうるおいと喜びをもた

らし、豊かな人間性をはぐくむた

めに、文化活動の総合的な振興に

努める。 

◇ 地域開発や整備に先立ち、計

画的に遺跡等の分布調査を行

い文化財の所在把握に努める

とともに、発掘調査を行い適切

な保存を図る。 

◇ 文化財について積極的な情

報公開を進め、町民の理解と認

識を深めるとともに、文化財を

愛護しその活用に努める。ま

た、関係団体等との連携を密に

して、その効果的な推進を図

る。 

◇ 伝統文化や郷土芸能の保存

に努め、継承し発展させる。 

◇ 文化団体・サークルの育成に

努め、文化財の発展を図るとと

もに、関係団体との連携を密に

して文化活動の総合的な振興

を図る。 

 

☆文化活動の推進 

 文化財を保護活用するととも

に、文化活動の総合的な振興に努

める。 

◇「大宮町文化財保護条例」の趣

旨に沿って、所有者などがその

保護と活用に努めるように理

解と協力を促しながら文化財

指定を進める。 

◇ 社寺・地区などが所有する文

化財、歴史的建造物、伝統芸能

や埋蔵文化財などさまざまな

文化財の調査を行い、その適切

な保存に努める。 

◇ 伝統文化や郷土芸能の保存

に努め、継承し発展させる。 

◇ 文化財についての町民の理

解と認識を深め、文化財を愛護

し、その活用を図るとともに、

関係団体等との連携を密にし

て、生涯学習・文化活動におい

てその効果的な推進を図る。 

◇ 地域や暮らしに根ざした自

主的、創造的な文化活動の振興

を図る。 

◇ 文化団体・サークルの創造と

育成に努め、文化祭の発展を図

るとともに、関係団体との連携

を密にして文化活動の総合的

な振興を図る。 

 

☆文化活動 

 町民がうるおいのある心豊か

な生活が送れるよう、情操や教養

の向上を図り、文化・芸術に親し

む機会の拡充と地域や関係団体

などの文化活動の援助に努める。

◇ 文化協会を中心とした文化

活動やサークルづくりを育成

援助するとともに、文化的事業

の拡充を図る。 

◇ 関係団体・機関との連携を図

り、子供から大人まで幅広く文

化活動や芸術鑑賞に親しみ、交

流が出来る機会の拡充に努め

る 

◇ 地域の特色を生かした文化

活動を支援し、交流や鑑賞機会

の充実を図る。 

 

☆文化財の保護活用 

町内にある貴重な文化遺産・自

然を大切に保護し、町民の意識啓

発と有効活用により、文化環境の

向上と発展を図る。 

◇ 地域に残る貴重な文化財を

保全し、その活用と保護意識の

啓発を図る。 

◇ 町民による文化財保護活動

や自然保護活動を育成援助す

る。 

◇ 町内の歴史や伝統芸能を把

握し、次代へ継承するため普及

活動に努める。 

◇ 学校などと連携しながら町

内の貴重な文化財や歴史を子

供に伝え、ふるさとを大切に思

う心を育てる取り組みを推進 

 

☆文化活動の推進 

 中央公民館を拠点に文化活動

の中心となる文化協会と協力連

携し、各種団体の育成を図り文化

の向上に努める。 

 

☆文化財の保護と活用 

 文化財保護法に基づき、町内の

貴重な各種文化財の調査と適正

な保管に努め、その積極的な活用

を図る。合わせて住民への文化財

保護啓発活動の充実に努める。ま

た、地区特有の文化遺産である伝

統芸能文化についてはその保護

に努める。 

 

☆文化活動 

 生活にうるおいと喜びをもた

らし、豊かな人間性をはぐくむた

め、地域における文化活動の促進

に努める。 

◇ 伝統文化の理解と継承、芸術

の鑑賞や創作活動など地域に

おける多様な文化活動の促進

を図る。 

◇ 文化活動に関する情報提供

や優れた芸術文化にふれる機

会の提供に努める。 

◇ 文化活動を行っている団体

や個人が共同した取り組みが

できるよう、関係機関や指導者

との連携に努める。 

◇ 国際理解のための学習活動

を進め、新しい文化の創造に努

める。 

◇ 地域の文化活動の拠点とな

る施設と連携し、その有効な活

用を図る。 

 

☆文化財の保護と活用 

 弥栄町の歴史、文化を考える上

で欠くことのできない資料とな

っている町内の文化財は、豊富で

質が高く、文化環境の向上と発展

の基礎をなすものであり、現在に

受け継がれている各地域の文化

財を大切に保護するとともに、町

民生活の文化的向上に役立てる

よう活用を図る。 

◇ 「弥栄町文化財保護条例」の

趣旨に沿って文化財を調査し、

所有者などがその保護と活用

に努めるよう理解と協力を促 

 

☆文化活動の推進 

 住民の豊かな心と生きがいを

高めるため、地域の生活文化を育

て、ゆとりと潤いのある町づく

り・地域づくりをすすめるととも

に、関係機関との連携を図り、優

れた文化芸術や地域の伝統文化

に親しむ機会と情報を提供する。 

 また、文化団体等の活動と組織

体制の育成及び指導者の養成を

図るとともに、地区公民館と連携

し、地域における自発的な活動を

積極的に育成・支援する。 

 

☆文化財の保護と活用 

 郷土の遺産である文化財や伝

統文化を掘り起こし、保護及び継

承・発展させながら、優れた文化

財に親しむ機会の提供と文化財

愛護の心を育てる学習及び啓発

活動を進める。 

 また、地域の文化遺産の保護と

活用を図るため、文化財保護条例

を基本として、文化財の指定を進

めるとともに、史跡等の保全や周

辺整備、関係機関と連携した調査

活動を実施する。 

根拠条例・要綱・規則等       



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ５ 文化財に関すること 分科会名 社会教育分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

 現行のまま、新市に継承する。 

新市において｢社会教育推進の重点｣を作成し、文化財の保護と活用を推進する。 

 

 

 

１ 指定文化財 

  各町とも、多くの指定文化財が存在するが、町指定の取り組みが不十分である。 

小委員会確認期日 平成  年  月  日 協議会確認期日 平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ５ 文化財に関すること 分科会名 社会教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 指定文化財 

 ・推進の重点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・指定文化財の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建造物 

項目 国 府 町 

指定 1   

登録    

 

史跡 

項目 国 府 町 

指定  １ ２ 

登録    

 

彫刻 

項目 国 府 町 

指定 １  １ 

登録    

 

絵画 

項目 国 府 町 

指定   ７ 

登録  １   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建造物 

項目 国 府 町

指定   １

登録 １   

 

史跡 

項目 国 府 町

指定  １ ３

登録    

 

彫刻 

項目 国 府 町

指定   ２

登録    

 

絵画 

項目 国 府 町

指定   ６

登録  ４   

する。 

◇ 適切な保存とより多く町民、

来町者に見学していただける

よう、郷村断層（樋口断層）の

覆屋及び周辺の整備を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建造物 

項目 国 府 町

指定   １

登録  １  

 

史跡 

項目 国 府 町

指定 １  ３

登録    

 

彫刻 

項目 国 府 町

指定   １

登録    

 

絵画 

項目 国 府 町

指定    

登録     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建造物 

項目 国 府 町

指定  ３  

登録    

 

史跡 

項目 国 府 町

指定 ２  ２

登録    

 

彫刻 

項目 国 府 町

指定  １ ２

登録    

 

絵画 

項目 国 府 町

指定    

登録  ２   

しながら指定を進める。 

◇ 広く町民の間に文化財愛護

の心を育て、次代へ引き継ぐた

め、普及啓発に努める。 

◇ 地域の歴史や文化の特性を

生かした資料の調査収集、展

示、講習会などを行い、町民の

生涯学習の振興に努める。 

◇ 町内にある文化財の保護と

活用を図るため、所有者、関係

機関、団体との連携に努める。

 

 

 

建造物 

項目 国 府 町

指定    

登録  １  

 

史跡 

項目 国 府 町

指定  ２ １

登録    

 

彫刻 

項目 国 府 町

指定    

登録    

 

絵画 

項目 国 府 町

指定    

登録     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建造物 

項目 国 府 町 

指定 １ ２ ７ 

登録  １  

 

史跡 

項目 国 府 町 

指定 １ １ ３ 

登録    

 

彫刻 

項目 国 府 町 

指定    

登録    

 

絵画 

項目 国 府 町 

指定  ３  

登録     

根拠条例・要綱・規則等 峰山町文化財保護条例 

峰山町文化財保護条例施行規則 

大宮町文化財保護条例 

大宮町文化財保護条例施行規則 

網野町文化財保護条例 

網野町文化財保護条例施行規則 

丹後町文化財保護条例 

 

弥栄町文化財保護条例 

弥栄町文化財保護条例施行規則 

久美浜町文化財保護条例 

 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ５ 文化財に関すること 分科会名 社会教育分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

  

小委員会確認期日 平成  年  月  日 協議会確認期日 平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ５ 文化財に関すること 分科会名 社会教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 指定文化財 

 ・指定文化財の状況 

 

天然記念物 

項目 国 府 町 

指定    

登録    

 

工芸品 

項目 国 府 町 

指定  １ ２ 

登録    

 

書跡 

項目 国 府 町 

指定    

登録    

 

民芸 

項目 国 府 町 

指定    

登録    

 

考古資料 

項目 国 府 町 

指定 １   

登録  １  

 

無形民俗 

項目 国 府 町 

指定    

登録    

 

有形民俗 

項目 国 府 町 

指定    

登録     

 

天然記念物 

項目 国 府 町

指定  １ ３

登録  １  

 

工芸品 

項目 国 府 町

指定 １  ２

登録    

 

書跡 

項目 国 府 町

指定   ２

登録    

 

民芸 

項目 国 府 町

指定    

登録    

 

考古資料 

項目 国 府 町

指定  １  

登録    

 

無形民俗 

項目 国 府 町

指定   １

登録  １  

 

有形民俗 

項目 国 府 町

指定    

登録     

 

天然記念物 

項目 国 府 町

指定 １  ３

登録    

 

工芸品 

項目 国 府 町

指定   ３

登録    

 

書跡 

項目 国 府 町

指定    

登録    

 

民芸 

項目 国 府 町

指定    

登録    

 

考古資料 

項目 国 府 町

指定    

登録    

 

無形民俗 

項目 国 府 町

指定    

登録    

 

有形民俗 

項目 国 府 町

指定    

登録     

 

天然記念物 

項目 国 府 町

指定   ２

登録    

 

工芸品 

項目 国 府 町

指定   ２

登録    

 

書跡 

項目 国 府 町

指定    

登録    

 

民芸 

項目 国 府 町

指定    

登録    

 

考古資料 

項目 国 府 町

指定   ２

登録    

 

無形民俗 

項目 国 府 町

指定    

登録  ３  

 

有形民俗 

項目 国 府 町

指定    

登録     

 

天然記念物 

項目 国 府 町

指定    

登録    

 

工芸品 

項目 国 府 町

指定  １ ２

登録    

 

書跡 

項目 国 府 町

指定    

登録    

 

民芸 

項目 国 府 町

指定    

登録    

 

考古資料 

項目 国 府 町

指定 １ １ ３

登録    

 

無形民俗 

項目 国 府 町

指定  ３  

登録    

 

有形民俗 

項目 国 府 町

指定   １

登録     

 

天然記念物 

項目 国 府 町 

指定    

登録    

 

工芸品 

項目 国 府 町 

指定 １ ３ ３ 

登録    

 

書跡 

項目 国 府 町 

指定    

登録    

 

民芸 

項目 国 府 町 

指定    

登録    

 

考古資料 

項目 国 府 町 

指定 １ １  

登録    

 

無形民俗 

項目 国 府 町 

指定  ４  

登録    

 

有形民俗 

項目 国 府 町 

指定    

登録     

根拠条例・要綱・規則等 峰山町文化財保護条例 

峰山町文化財保護条例施行規則 

大宮町文化財保護条例 

大宮町文化財保護条例施行規則 

網野町文化財保護条例 

網野町文化財保護条例施行規則 

丹後町文化財保護条例 

 

弥栄町文化財保護条例 

弥栄町文化財保護条例施行規則 

久美浜町文化財保護条例 

 



峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ５ 文化財に関すること 分科会名 社会教育分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

  

小委員会確認期日 平成  年  月  日 協議会確認期日 平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ５ 文化財に関すること 分科会名 社会教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 指定文化財 

 ・指定文化財の状況 

 

古文書 

項目 国 府 町 

指定   １ 

登録    

 

名勝 

項目 国 府 町 

指定    

登録    

 

環境保全地区 

項目 国 府 町 

指定    

登録    

 

民俗文化財 

項目 国 府 町 

指定   ２ 

登録  ２   

 

古文書 

項目 国 府 町

指定    

登録    

 

名勝 

項目 国 府 町

指定    

登録    

 

環境保全地区 

項目 国 府 町

指定    

登録    

 

民俗文化財 

項目 国 府 町

指定    

登録     

 

古文書 

項目 国 府 町

指定    

登録    

 

名勝 

項目 国 府 町

指定    

登録    

 

環境保全地区 

項目 国 府 町

指定    

登録    

 

民俗文化財 

項目 国 府 町

指定    

登録     

 

古文書 

項目 国 府 町

指定    

登録    

 

名勝 

項目 国 府 町

指定    

登録    

 

環境保全地区 

項目 国 府 町

指定  １ １

登録    

 

民俗文化財 

項目 国 府 町

指定    

登録     

 

古文書 

項目 国 府 町

指定    

登録    

 

名勝 

項目 国 府 町

指定    

登録    

 

環境保全地区 

項目 国 府 町

指定    

登録    

 

民俗文化財 

項目 国 府 町

指定    

登録     

 

古文書 

項目 国 府 町 

指定  ２  

登録  １  

 

名勝 

項目 国 府 町 

指定  １  

登録    

 

環境保全地区 

項目 国 府 町 

指定  １ ２ 

登録    

 

民俗文化財 

項目 国 府 町 

指定    

登録     

根拠条例・要綱・規則等 峰山町文化財保護条例 

峰山町文化財保護条例施行規則 

大宮町文化財保護条例 

大宮町文化財保護条例施行規則 

網野町文化財保護条例 

網野町文化財保護条例施行規則 

丹後町文化財保護条例 

 

弥栄町文化財保護条例 

弥栄町文化財保護条例施行規則 

久美浜町文化財保護条例 
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合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ５ 文化財に関すること 分科会名 社会教育分科会 

 

課     題 調 整 結 果 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ５ 文化財に関すること 分科会名 社会教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

２ 文化財補助制度に

ついて 

 

・補助対象事業の種別 

町内の社寺等が所有している

町指定文化財の維持管理費につ

いて補助するもの 

・事業者 

縁城寺 

・補助金の額 

文化財管理蔵防虫駆除費 

消防用ポンプ設備取替え費等 

 昨年度補助金 

１００，０００円 

 

・補助対象事業の種別 

有形文化財及び有形民俗文化

財保存事業 

・事業者 

所有者等 

・補助金の額 

指定文化財は事業費の１／２

（町指定文化財が府から補助金

の交付を受ける場合は、補助金の

額は補助対象経費のうち教育長

が必要と認める額とする）上限は

１００万円 

 

 

・補助対象事業の種別 

無形文化財及び無形民俗文化

財保存事業 

・事業者 

保持者・保持団体、その他教育

長が認めたもの 

・補助金の額 

指定文化財は事業費の１／２

（町指定文化財が府から補助金

の交付を受ける場合は、補助金の

額は補助対象経費のうち教育長

が必要と認める額とする）上限は

１００万円 

 

 

・補助対象事業の種別 

郷土芸能・文化財等の伝承保全

・事業者 

自治会等 

・補助金の額 

 事業費の８０％以内で１００

万円を限度とする 

 

・補助対象事業の種別 

有形文化財及び有形民俗文化

財保存事業 

・事業者 

所有者又は管理団体 

・補助金の額 

指定文化財は事業費の１／２

以内 消防法による設置義務の

ある設備の場合補助対象経費の

２/３ 限度額は１００万円。町

指定文化財が京都府等の補助金

の交付を受ける場合、町補助金の

限度内で交付 

 

・補助対象事業の種別 

無形文化財及び無形民俗文化

財保存事業 

・事業者 

所有者又は管理団体、その他教

育長が認めるもの 

・補助金の額 

指定文化財は事業費の１／２

以内 消防法による設置義務の

ある設備の場合補助対象経費の

２/３ 限度額は１００万円。町

指定文化財が京都府等の補助金

の交付を受ける場合、町補助金の

限度内で交付 

 

※ 上記以外で教育長が必要と

認めるものは所有者又は管理

団体、その他教育長が認めるも

のに補助対象経費のうち教育

長が認める額を補助する。 

 

無 

 

無 

根拠条例・要綱・規則等  大宮町指定文化財等補助金交付

要綱 

 丹後町指定文化財等補助金交付

要綱 
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合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ５ 文化財に関すること 分科会名 社会教育分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

 一元化に調整の上、新市に移行する。 

 福知山市の制度を参考にして、文化財補助制度を定める。 

 

 

２ 文化財補助制度について 

  ４町のみで独自の補助制度が整備されている。 

 

 

小委員会確認期日 平成  年  月  日 協議会確認期日 平成  年  月  日 

 福 知 山 市 亀 岡 市 

補

助

対

象

事

業 

 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号

で、市長が適当と認めるものとする。 

１ 所有者等が、国及び京都府の補助金を受けて

について負担することが経済上困難であるもの

２ 前号に掲げるものを除き、文化財の保全が適

もの 

等文化資料保全日補助金（以下「補助金」という。）の補助対象事業は、前条に規定する文化資料の保全事業で、

当する場合とする。 

が補助事業として認定した社寺文化資料保全事業 
事業として認定した社寺文化資料保全事業 
準じるものとして、市長が特に限定した事業 

 

 

補 

助 

金 

の

率

及

び 

額 

 

 補助金の額は、次の各号に定めるものとし、予

る。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、次

び限度額を超えて交付することができる。 

１ 国及び京都府の補助金を受けて実施するもの

経費のうち所有者等が負担する経費の２分の１

いて１００万円（建造物については３００万円

２ 前号に掲げる場合を除く市条例により指定

める交付基準に準じるものについては、補助対

とし、１事業について１００万円（建造物につ

額とする。 

及び額は、次の各号に定めるところによる。 

の補助金を受けたものは、補助基本額（事業費のうち国及び府の補助対象となる事業で、別に市長が定める額。

額補助の場合は補助対象経費をいう。以下同じ。）から国及び府から交付された補助金の額を差し引いた残額の

内で５０万円を限度とする。 

金を受けたものは、補助基本額から府から交付された補助金の額を差し引いた額に、次表に定める補助率を乗

する。 

補助率 限度額 
収蔵庫の設置 ５分の２以内 ５０万円 存施設及び

 
防災・防犯設備の整備または保存施設

の修理 
５分の２以内 ３０万円 

美術工芸品の補修 ４分の１以内 ３０万円 補修 
建造物の修理 ５分の２以内 ５０万円 

有形民俗文化資料 ５分の２以内 ３０万円 料の保全 

無形民俗文化資料 ５分の２以内 １０万円 
・天然記念物の保全 ４分の１以内 １０万円 

４分の１以内 １０万円 

 

 

のいずれかに該当するもの

実施する事業で、その経費

 

切に行われる見込みのある

 亀岡市社寺

次の各号に該

１ 国及び府

２ 府が補助

３ 前２号に

算の範囲内において交付す

の各号に定める補助額およ

は、当該補助事業に要する

以内の額とし、１事業につ

） 

された文化財または別に定

象経費の２分の１以内の額

いては３００万円）を限度

 補助金の率

１ 国及び府

ただし、定

４分の１以

２ 府の補助

じたものと

事業種別 
文化資料保

設備の整備

文化資料の

民俗文化資

遺跡・名称

その他 
 

5
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ５ 文化財に関すること 分科会名 社会教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

２ 文化財補助制度に

ついて 

  

・補助対象事業の種別 

 史跡・名勝・天然記念物保存事

業 

・事業者 

 所有団体又は管理団体 

・補助金の額 

そのほかの文化財は総事業費

の１/３で上限５０万円 

 

・補助対象事業の種別 

 国又は府指定・登録文化財等保

存事業 

・事業者 

所有者もしくは保持者又は管

理団体、保持団体、その他教育長

がその保存に当たることを適当

と認めるもの 

・補助金の額 

総事業費－国庫補助金・府補助

金の１/２ 

 

・補助対象事業の種別 

 上記以外の事業で教育長が特

に必要と認めるもの 

・事業者 

所有者もしくは保持者又は管

理団体、保持団体、その他教育長

がその保存に当たることを適当

と認めるもの 

・補助金の額 

補助金額は補助対象経費のう

ち教育長が必要と認める額とす

る 

    

根拠条例・要綱・規則等  大宮町指定文化財等補助金交付

要綱 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ５ 文化財に関すること 分科会名 社会教育分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

  

小委員会確認期日 平成  年  月  日 協議会確認期日 平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ５ 文化財に関すること 分科会名 社会教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

３ 遺跡等について  

種 類 件 数 

集 落 跡 ３ 

寺 院 跡 ３ 

城 郭 跡 ３８ 

古 墳 １３５ 

工 房 跡 ５ 

そ の 他 １８ 

合 計 ２０２ 

 

・遺物コンテナ数 

総 数 ９２９箱 

報告・台帳作

成 済

 

５５６箱 

未 報 告 ３７３箱  

 

種 類 件 数

集 落 跡 ４５

寺 院 跡 ３

城 郭 跡 ５１

古 墳 １１８

工 房 跡 １

そ の 他 １１

合 計 ２２９

 

※古墳には、横穴・墳墓・古墳を

含む  

・遺物コンテナ数 

総 数 ５６２箱

報告・台帳作

成 済 ３７９箱

未 報 告 １８３箱 

 

種 類 件 数

集 落 跡 ３５

寺 院 跡 １

城 郭 跡 ４６

古 墳 ８７

工 房 跡 ２

そ の 他 １１

合 計 １８２ 

 

種 類 件 数

集 落 跡 ６

寺 院 跡 ２

城 郭 跡 ３０

古 墳 ６５

工 房 跡 ０

そ の 他 ２０

合 計 １２３

 

・遺物コンテナ数 

総 数 ５１６箱

報告・台帳作

成 済 １９８箱

未 報 告 ３１８箱

 

・古墳は［群］として集計 

・古墳の内訳は 

 弥生墳墓    ８ 

前方後円墳   ３ 

円墳    １７９ 

 方墳     ４８ 

 その他     ７ 

 計     ２４５ 

・その他の内訳 

古墳      ５ 

 散布地    １０ 

経塚      １ 

祭祀遺跡    １ 

単独出土地   ２ 

住居      １ 

計      ２０ 

 

 

種 類 件 数

集 落 跡 ５

寺 院 跡 ２

城 郭 跡 ４１

古 墳 １１４

工 房 跡 ４

そ の 他 ２３

合 計 １８９

 

・遺物コンテナ数 

総 数 １８７箱

報告・台帳作

成 済 １８７箱

未 報 告 ０箱

 

・古墳は［群］として集計 

・古墳の内訳は 

 弥生墳墓   １５ 

前方後円墳   ８ 

円墳    ６７９ 

 方墳     ７５ 

 不成形墳    ３ 

 古墳状隆起   ９ 

 その他の墳刑  ８ 

 横穴      ４ 

 計     ８０１ 

・その他の内訳 

古墳      ５ 

 散布地    １２ 

経塚      １ 

祭祀遺跡    １ 

単独出土地   ２ 

住居      ２ 

低湿地遺跡   １ 

計      ２３ 

 

種 類 件 数 

集 落 跡 １０ 

寺 院 跡 ３ 

城 郭 跡 ３５ 

古 墳 ８２０ 

工 房 跡 ７ 

そ の 他 ８７ 

合 計 ９６２ 

 

・遺物コンテナ数 

総 数 ３７３箱 

報告・台帳作

成 済

 

３７３箱 

未 報 告 ０箱  

根拠条例・要綱・規則等       

  



 

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

 7

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ５ 文化財に関すること 分科会名 社会教育分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

 各町の台帳を一元化し、情報提供ができる体制を整備する。 

 

 

 

３ 遺跡等について 

  各町とも、多数の遺跡が確認されている。 

小委員会確認期日 平成  年  月  日 協議会確認期日 平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ６ 社会体育に関すること 分科会名 社会教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 社会体育事業につ

いて 

 ・推進の重点 

 

☆生涯にわたるスポーツ活動 

 長生きしてよかったという思

い、今日一日が充実していたと思

える気持ちは、健康で生きがいの

ある豊かな生活から生まれてく

る。町民のスポーツ意欲を掻き立

てるため、競技水準のいっそうの

向上を図るとともに、町体育指導

委員を中心に“いつでも、どこで

も、誰でも”楽しむことの出来る

生涯スポーツの普及に努める。 

 

1.健康づくり、体力づくりへの理

解と関心を高めるための啓

発・情報提供活動の強化を図る

とともに、より多くの町民が体

育・スポーツ・レクリエーショ

ンに親しむことの出来る各種

大会、競技会を開催し、参加機

会の拡充を図る。 

2.体育指導員の資質向上と指導

体制の強化を図り、地区公民館

等と連携して、生涯スポーツの

普及を促進するとともに、体育

協会と連携して競技スポーツ

の競技力のいっそうの向上を

図る。 

3.町民スポーツの拠点施設とし

て、峰山途中ヶ丘公園・総合運

動公園をはじめ学校施設の整

備・充実を図るとともに、その

利用促進に努める。 

 

☆社会体育の振興 

 生涯にわたりスポーツを楽し

むとともに、豊かな日常生活が送

ることが出来るように、健康教育

とスポーツ活動を一層振興する。

 

1.健康づくり、体力づくりへの理

解と関心を高めるための啓

発・情報提供活動の強化を図る

とともに、より多くの町民が体

育・スポーツ・レクリエーショ

ンに親しむことの出来る各種

大会、競技会、講習会、教室等

の開催に努め、機会の拡充を図

る。 

2.体育指導員の資質向上と指導

体制の強化を図り、地区公民館

の社会体育活動、体育協会、そ

の他の民間の社会体育団体の

豊かな振興・発展を促し、一層

の連携を進め、援助を図る。 

3.社会体育館、自然運動公園、町

民テニスコート（周枳）、町立

学校体育施設の整備・充実を図

るとともに開放事業を推進し、

体育・スポーツ活動の場づくり

に努める。 

 

☆スポーツ活動 

 町民一人一人が健康で豊かな

日常生活が送れるよう、スポー

ツ・レクリエーションに親しむ町

づくりを目指し、幅広いスポーツ

機会の提供と自主的な活動を推

進し、生涯スポーツの振興に努め

る。 

 

1.より多くの町民がスポーツに

親しむため、体育指導委員によ

る「ニュースポーツ」の普及を

中心に、特色あるスポーツ・レ

クリエーション活動の推進を

図る。 

2.自主的な取り組みとしてスタ

ートする少年少女スポーツ教

室の支援を積極的に推進する

とともに、研修や交流を通した

指導者の資質向上を図る。 

3.体育協会がより主体的に活動

し、自主運営するための体制整

備と組織強化を支援し、競技力

向上と競技人口拡大に努める。

4.各種スポーツ大会の開催や支

援を行い、誰でも気軽に健康保

持と体力向上に努められる機

会を幅広く提供する。 

 

☆社会体育の推進 

 生涯スポーツ社会の構築に向

けて、町民の健康な体づくりのた

めに、体育指導委員会を中心とし

てスポーツへの参加を促し、ニュ

ースポーツの普及に努める。 

 体育協会専門部を中心に各専

門競技の組織強化と選手確保育

成に向けて競技スポーツの底辺

拡大・競技力向上に努める。 

 また町民に軽スポーツなどに

参加できる機会を設定するとと

もに、これを通して子供から高齢

者まで世代を越え、多くの人がふ

れあいを持つことの出来る町づ

くりを目指す。 

 また町民及び関係諸団体との

理解と協力を得ながら、総合型地

域スポーツクラブの創設を推進

する。 

 

☆体育・スポーツ 

 健康で生き生きとした町民生

活を実現するため、競技水準の向

上を図るとともに、生涯スポーツ

の振興に努める。 

 

1.町民のスポーツ意欲をかきた

てるため、優れた選手の育成と

強化を目的とした競技スポー

ツの振興に努める。 

2.各種大会を実施するとともに、

スポーツクラブの育成や組織

の充実に努める。 

3.体育指導委員を中心に、特色あ

るスポーツ・レクリエーション

活動の促進に努める。 

4.町民スポーツの振興のため、施

設を有効に活用するとともに、

より活発な町民のスポーツ活

動に対応できるよう体育・スポ

ーツ施設の整備、充実に努め

る。 

5.町民のスポーツ活動の水準を

高めるため、高い資質を持つ指

導者の養成に努める。 

 

☆社会体育・スポーツ活動の推進 

 住民の健康で生き生きとした

暮らしを実現するため、年代層に

応じた健康・体力つくりをすす

め、健全な心身の発達を図るとと

もに、保健行政及び公民館や関係

団体と連携をし、地域に定着した

軽スポーツ・レクリエーション活

動を進め、スポーツ及び健康づく

り活動の活性化、日常化を図る。 

 また、住民のスポーツ意欲を高

めるため、優れた選手の育成と強

化、競技スポーツの教室や競技会

の実施、体育施設・設備を整備す

るとともに、体育団体等の活動の

活性化及び指導者の養成を図り、

競技スポーツの振興を一層推進

する。 

 さらに、地域の特性を生かした

スポーツ教室、大会等を実施し、

スポーツを活用した地域交流に

よる町づくりを推進する。 

根拠条例・要綱・規則等       



 

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 
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合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ６ 社会体育に関すること 分科会名 社会教育分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

現行のまま、新市に継承する。 

 新市において「社会教育の推進の重点」を作成し、社会体育事業を実施する。 

 

１ 社会体育事業について 

  各町で必要に応じて、独自の事業を実施している。 

小委員会確認期日 平成  年  月  日 協議会確認期日 平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ６ 社会体育に関すること 分科会名 社会教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 社会体育事業につ

いて 

 （実施内容） 

 

事業名 高齢者スポーツ

学科 

実施主

体 

教育委員会 

体育指導委員会 

回 数 ７回 

事業費 １３９千円 

実施日 ５月～１０月 

実施場

所 

途中ヶ丘公園 

概 要 グラウンドゴル

フ、ペタンク練

習・大会 

 

事業名 女性スポーツデ

ー 

実施主

体 

教育委員会 

体育指導委員会 

回 数 ５回 

事業費 ４７千円 

実施日 ６月～９月 

実施場

所 

峰山小学校 

概 要 グラウンドゴル

フ、ペタンク練

習・大会 

 

事業名 ペタンク講習会 

実施主

体 

教育委員会 

体育指導委員会 

回 数 ６回 

事業費 ５９千円 

実施日 ５月～１０月 

実施場

所 

途中ヶ丘公園 

概 要 ペタンク練習・大

会  

 

事業名 町民運動会 

実施主

体 

教育委員会 

 

回 数 １回

事業費 １，８００千円

実施日 ５月２７日

実施場

所 

大宮中学校グラ

ウンド 

概 要 旧村単位で運動

会 

 

事業名 チャレンジデー 

実施主

体 

教育委員会 

 

回 数 １回

事業費 ９６０千円

実施日 ５月３０日

実施場

所 

町内 

概 要 対戦町 

香川県宇多津町 

 

事業名 ペタンク大会 

実施主

体 

教育委員会 

 

回 数 １回

事業費

実施日 １０月２０日

実施場

所 

運動公園 

概 要 ペタンク大会  

 

事業名 町スポーツ賞表

彰式 

実施主

体 

網野町 

回 数 １回

事業費

実施日 ４月８日

実施場

所 

アミティ丹後 

概 要  

 

事業名 町体協関係者懇

談会 

実施主

体 

網野町体育協会 

回 数 １回

事業費

実施日 ４月８日

実施場

所 

アミティ丹後 

概 要  

 

事業名 町長杯ゲートボ

ール大会 

実施主

体 

ゲートボール協

会 

回 数 １回

事業費

実施日 ５月１０日

実施場

所 

町民グラウンド 

概 要   

 

事業名 新体力テスト 

実施主

体 

教育委員会 

回 数 １回

事業費 ５０千円

実施日 ７月

実施場

所 

間人小学校グラ

ウンド 

概 要  

 

事業名 町小学校陸上記

録会 

実施主

体 

教育委員会 

回 数 ３回

事業費 ５０千円

実施日 ５,６,１０月

実施場

所 

間人小学校グラ

ウンド 

概 要 陸上教室・記録会

 

事業名 ファミリーバド

ミントン 

実施主

体 

教育委員会 

回 数 ５回

事業費 ５０千円

実施日 ９月

実施場

所 

小学校体育館 

概 要 教室・大会  

 

事業名 地区対抗野球大

会 

実施主

体 

体育協会 

回 数 １回

事業費 ７５千円

実施日 ５月２６日

実施場

所 

弥栄中学校他 

概 要 地区別対抗戦 

 

事業名 地区対抗ゲート

ボール大会 

実施主

体 

体育協会 

回 数 １回

事業費 ６０千円

実施日 ５月２７日

実施場

所 

屋根付ゲートボ

ール場 

概 要 地区別対抗戦 

 

事業名 野球選手権大会 

実施主

体 

体育協会 

回 数 １回

事業費 ５４千円

実施日 ６月２日

実施場

所 

弥栄中学校他 

概 要 町内チームによ

る選手権大会  

 

事業名 ジュニアカヌー

交流大会 

実施主

体 

教育委員会 

回 数 ２回 

事業費  

実施日 ５月２６日 

１０月２１日 

実施場

所 

浜公園 

概 要 春季、秋季 

 

事業名 北近畿中学生ソ

フトテニス大会 

実施主

体 

教育委員会 

回 数 １回 

事業費  

実施日 ６月３日 

実施場

所 

中央運動公園 

概 要  

 

事業名 ジュニアバスケ

ットボール教室 

実施主

体 

教育委員会 

回 数 １８回 

事業費  

実施日 ６月１４日～ 

１１月２２日 

実施場

所 

高龍中学校 

概 要   

根拠条例・要綱・規則等       
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 10

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ６ 社会体育に関すること 分科会名 社会教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 社会体育事業につ

いて 

 （実施内容） 

 

事業名 ファミリーバド

ミントン教室 

実施主

体 

教育委員会 

体育指導員会 

回 数 ９回 

事業費 ４７７千円 

実施日 ５月～６月 

２月～３月 

実施場

所 

峰山中学校 

概 要 ファミリーバド

ミントン練習・大

会 

 

事業名 Mineyama オープ

ンＧＧ大会 

実施主

体 

教育委員会 

体育指導員会 

回 数 １回 

事業費 ２０２千円 

実施日 ５月２７日 

実施場

所 

途中ヶ丘公園 

概 要 グラウンドゴル

フ大会  

 

事業名 フレッシュ歩こ

う会 

実施主

体 

教育委員会 

回 数 １回

事業費

実施日 １１月２３日

実施場

所 

篠山市内 

概 要 歩こう会 

 

事業名 ソフトバレーボ

ール大会 

実施主

体 

教育委員会 

回 数 １回

事業費

実施日 ３月９日

実施場

所 

社会体育館 

概 要 ソフトバレーボ

ール大会 

 

事業名 硬式テニス教室 

実施主

体 

教育委員会 

回 数 ７回

事業費

実施日 ５月～６月

実施場

所 

運動公園 

概 要 硬式テニス教室  

 

事業名 町春季ソフトバ

レーボール大会 

実施主

体 

町バレーボール

協会 

回 数 １回

事業費

実施日 ６月１７日

実施場

所 

町体育センター 

概 要  

 

事業名 家庭婦人バレー

ボール大会 

実施主

体 

町バレーボール

協会 

回 数 １回

事業費

実施日 ７月８日

実施場

所 

網野北小学校 

概 要  

 

事業名 網野カップ少年

サッカー大会 

実施主

体 

実行委員会 

回 数 １回

事業費

実施日 ８月４～６日

実施場

所 

網野北小学校他 

概 要 近畿一円から約

１００チームが

参加  

 

事業名 はしうど杯卓球

選手権大会 

実施主

体 

教育委員会 

回 数 １回

事業費 １００千円

実施日 １１月

実施場

所 

丹後町民体育館 

概 要 中学生卓球大会 

 

事業名 バスケットボー

ル教室 

実施主

体 

教育委員会 

体育協会 

回 数 ２回

事業費 ６０千円

実施日 ６・３月

実施場

所 

丹後町民体育館 

概 要 講師招聘研修会 

 

事業名 町民運動会 

実施主

体 

各地区連合区 

回 数 １回

事業費 １，３００千円

実施日 １０月

実施場

所 

各小学校グラウ

ンド 

概 要 地区別運動会 

※ 予算は教育費で計上 

 

事業名 地区対抗男子ソ

フトボール大会 

実施主

体 

体育協会 

回 数 １回

事業費 ５８千円

実施日 ７月７日

実施場

所 

弥栄中学校 

概 要 地区別対抗戦 

 

事業名 招待少年サッカ

ー大会 

実施主

体 

体育協会 

回 数 １回

事業費 ８５千円

実施日 ７月７日

実施場

所 

運動公園 

概 要 宮津以北を招待

（１０チーム） 

 

事業名 ジュニアユース

サッカー大会 

実施主

体 

教育委員会 

回 数 １回

事業費 ３５千円

実施日 ８月２５日

実施場

所 

運動公園 

概 要 綾部・但馬地域等

を招待  

 

事業名 カヌー体験教室 

実施主

体 

教育委員会 

回 数 ４回 

事業費  

実施日 ８月１日～ 

８月２２日 

実施場

所 

浜公園 

概 要  

 

事業名 ふるさと登山交

流大会 

実施主

体 

教育委員会 

回 数 １回 

事業費  

実施日 １０月１４日 

実施場

所 

高龍寺ケ岳 

 

概 要  

 

事業名 町長旗争奪少年

野球大会 

実施主

体 

教育委員会 

回 数 １回 

事業費  

実施日 １１月１０日 

実施場

所 

中央運動公園 

概 要   

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ６ 社会体育に関すること 分科会名 社会教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 社会体育事業につ

いて 

 （実施内容） 

 

事業名 羽衣交流ＧＧ大

会 

実施主

体 

教育委員会 

ＧＧ協会 

回 数 １回 

事業費 ３４７千円 

実施日 ７月１５日 

実施場

所 

途中ヶ丘公園 

概 要 グラウンドゴル

フ大会 

 

事業名 レディースＧＧ

大会 

実施主

体 

教育委員会 

ＧＧ協会 

回 数 １回 

事業費 ４６千円 

実施日 １０月２１日 

実施場

所 

途中ヶ丘公園 

概 要 グラウンドゴル

フ大会 

 

事業名 チャレンジハイ

ク 

実施主

体 

教育委員会 

 

回 数 ２回 

事業費 １３千円 

実施日 ６月９日 

１０月２１日 

実施場

所 

あじわいの郷他 

概 要 親子ハイキング  

 

事業名 軟式テニス教室 

実施主

体 

教育委員会 

回 数 ８回

事業費

実施日 ５月～６月

実施場

所 

運動公園 

概 要 軟式テニス教室 

 

事業名 ゲートボール大

会 

実施主

体 

教育委員会 

回 数 １９回

事業費

実施日 ７月～１２月

実施場

所 

ふれあいスポー

ツ広場 

概 要 ゲートボール教

室 

 

事業名 ファミリーバド

ミントン教室 

実施主

体 

教育委員会 

回 数 ５回

事業費

実施日 １１月～１２月

実施場

所 

大宮中学校体育

館 

概 要 ファミリーバド

ミントン教室  

 

事業名 丹後総合体育大

会 

実施主

体 

丹後体育協会 

回 数 １回

事業費

実施日 ９月２日

実施場

所 

大宮町 

概 要  

 

事業名 新体力テスト 

実施主

体 

網野町教育委員

会 

回 数 １回

事業費

実施日 ９月９日

実施場

所 

町体育センター 

概 要  

 

事業名 歴史街道丹後１

００Ｋｍウルト

ラマラソン大会 

実施主

体 

丹後４町 

回 数 １回

事業費

実施日 ９月１６日

実施場

所 

丹後４町 

概 要   

 

事業名 ６町親善ゴルフ

大会 

実施主

体 

各町体協所属ゴ

ルフサークル 

回 数 １回

事業費 

実施日 

実施場

所 

久美浜カンツリ

ークラブ 

概 要  

 

事業名 丹後総合体育大

会 

実施主

体 

丹後体育協会 

回 数 １回

事業費 ７３０千円

実施日 ９月１日

実施場

所 

弥栄町 

概 要  

 

事業名 歴史街道丹後１

００Ｋｍウルト

ラマラソン大会 

実施主

体 

丹後４町 

回 数 １回

事業費 

実施日 ９月１５日

実施場

所 

丹後４町 

概 要   

 

事業名 三世代交流ゲー

トボール大会 

実施主

体 

教育委員会 

回 数 １回

事業費 １００千円

実施日 １０月６日

実施場

所 

運動公園 

概 要 世代間交流を目

的 

 

事業名 文化祭少年野球

大会 

実施主

体 

公民館 

回 数 １回

事業費 ３９千円

実施日 １０月２７日

実施場

所 

黒部小学校 

概 要 町内チームによ

る大会 

 

事業名 文化祭駅伝大会 

実施主

体 

公民館 

回 数 １回

事業費 ７５千円

実施日 １１月３日

実施場

所 

町内一周 

概 要 地区別対抗戦  

 

事業名 ジュニアスキー

教室 

実施主

体 

教育委員会 

回 数 １回 

事業費  

実施日 ２月３日 

実施場

所 

神鍋スキー場 

概 要  

 

事業名 ジュニアニュー

スポーツ交流会 

実施主

体 

教育委員会 

回 数 １回 

事業費  

実施日 ２月２４日 

実施場

所 

久美浜小学校 

概 要 ソフトバレーボ

ール、ユニホッ

ク、ファミリーバ

ドミントン  

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ６ 社会体育に関すること 分科会名 社会教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 社会体育事業につ

いて 

 （実施内容） 

 

事業名 水泳教室 

実施主

体 

教育委員会 

 

回 数 ５回 

事業費 ８７千円 

実施日 ７月２３日～ 

実施場

所 

吉原小学校 

概 要 小学生対象 

 

事業名 パラリンピック 

実施主

体 

教育委員会 

社会福祉協議会 

回 数 １回 

事業費 ８７千円 

実施日 ９月２２日 

実施場

所 

途中ヶ丘公園 

概 要 障害者スポーツ

大会、グラウンド

ゴルフ大会 

 

事業名 招待少年サッカ

ー大会 

実施主

体 

スポーツ少年団

教育委員会 

回 数 １回 

事業費 ６７千円 

実施日 １０月２１日 

実施場

所 

途中ヶ丘公園 

概 要 少年サッカー大

会（福知山以北）  

 

事業名 ソフトバレーボ

ール教室 

実施主

体 

教育委員会 

 

回 数 １回

事業費

実施日 ３月

実施場

所 

社会体育館 

概 要 ソフトバレーボ

ール大会 

 

事業名 中郡ニュースポ

ーツ大会 

実施主

体 

峰山・大宮教育委

員会、体育指導委

員会 

回 数 ２回

事業費

実施日 １０月、３月 

実施場

所 

途中ヶ丘公園 

大宮町社会体育

館 

概 要 ペタンク、ファミ

リーバドミント

ン  

 

事業名 あみの八丁浜ロ

ードレース大会 

実施主

体 

実行委員会 

 

回 数 １回

事業費

実施日 １０月１４日

実施場

所 

町内コース、３Ｋ

ｍ、５Ｋｍ、１０

Ｋｍ、 

概 要 田茂井宗一、志水

美千子杯 

 

事業名 町民ボウリング

大会 

実施主

体 

網野ボウリング

クラブ 

回 数 １回

事業費

実施日 １０月１５日

実施場

所 

峰山フレンドボ

ウル 

概 要   

 

事業名 みんなで走ろう

１/１０マラソン

大会 

実施主

体 

体育協会・教育委

員会 

回 数 １回

事業費 ３０千円

実施日 １０月２０日

実施場

所 

間人中学校グラ

ウンド周辺 

概 要  

 

事業名 地区対抗駅伝競

走大会 

実施主

体 

体育協会・教育委

員会 

回 数 １回

事業費 ５０千円

実施日 １１月１０日

実施場

所 

町内 

概 要  

 

事業名 関西学生対抗駅

伝競走大会 

実施主

体 

関西学生陸上競

技連盟 

回 数 １回

事業費 

実施日 １１月１７日

実施場

所 

 

概 要   

 

事業名 文化祭グラウン

ドゴルフ大会 

実施主

体 

公民館 

回 数 １回

事業費 ４８千円

実施日 １１月４日

実施場

所 

運動公園 

概 要 グラウンドゴル

フ愛好者による

大会 

 

事業名 地区対抗バレー

ボール大会 

実施主

体 

体育協会 

回 数 １回

事業費 ６０千円

実施日 １１月１０日

実施場

所 

社会体育館 

概 要 地区別対抗戦 

 

事業名 地区対抗卓球大

会 

実施主

体 

体育協会 

回 数 １回

事業費 ４３千円

実施日 １１月２４日

実施場

所 

弥栄中学校 

概 要 地区別対抗戦  

 

事業名 ジュニアスケー

ト教室 

実施主

体 

教育委員会 

回 数 １回 

事業費  

実施日 ３月９日 

実施場

所 

円山川公苑 

概 要  

 

事業名 ソフトバレーボ

ール大会 

実施主

体 

教育委員会 

回 数 １回 

事業費  

実施日 ６月１８日 

実施場

所 

久美浜高校 

概 要  

 

事業名 ニュースポーツ

交流大会 

実施主

体 

教育委員会 

回 数 １回 

事業費  

実施日 １０月２２日 

実施場

所 

中央運動公園 

久美浜高校 

概 要 ソフトバレーボ

ール、ペタンク、

グラウンドゴル

フ  

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ６ 社会体育に関すること 分科会名 社会教育分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

  

小委員会確認期日 平成  年  月  日 協議会確認期日 平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ６ 社会体育に関すること 分科会名 社会教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 社会体育事業につ

いて 

 （実施内容） 

 

事業名 ドッジボール大

会 

実施主

体 

教育委員会 

体育指導委員会 

回 数 １回 

事業費 ２２７千円 

実施日 １２月８日 

実施場

所 

峰山中学校 

概 要 小学生対象 

 

事業名 児童スキー教室 

実施主

体 

教育委員会 

中央公民館 

回 数 １回 

事業費 ８２千円 

実施日 １月２６日 

実施場

所 

弥栄町スイス村 

概 要 小学生対象 

 

事業名 町民駅伝大会 

実施主

体 

体育協会 

中央公民館 

回 数 １回 

事業費 ５４千円 

実施日 １１月４日 

実施場

所 

途中ヶ丘公園 

概 要 駅伝競走大会  

  

事業名 （野村克也記念）

丹後野球選手権

大会 

実施主

体 

網野町体育協会 

回 数 １回

事業費

実施日 １０月２１日

実施場

所 

網野高校 

概 要  

 

事業名 町長杯グラウン

ドゴルフ大会 

実施主

体 

網野町グラウン

ドゴルフ協会 

回 数 １回

事業費

実施日 １０月２７日

実施場

所 

町民グラウンド 

概 要  

 

事業名 町民親善ゲート

ボール大会 

実施主

体 

網野町ゲートボ

ール協会 

回 数 １回

事業費

実施日 １０月２７日

実施場

所 

町民グラウンド 

概 要   

 

事業名 丹後半島駅伝 

実施主

体 

京都府市町村職

員厚生会 

回 数 １回

事業費 

実施日 １１月２４日

実施場

所 

 

概 要  

 

事業名 府民総体駅伝（福

知山市） 

実施主

体 

京都府体育協会 

回 数 １回

事業費 

実施日 ２月１５,１６日

実施場

所 

 

概 要  

 

事業名 キンボール講習

会 

実施主

体 

教育委員会 

回 数 ２回

事業費 ６０千円

実施日 １２月

実施場

所 

間人小学校体育

館 

概 要   

 

事業名 バスケットボー

ル選手権大会 

実施主

体 

体育協会 

回 数 １回

事業費 ５５千円

実施日 ２月１６日

実施場

所 

社会体育館 

概 要 町内チームによ

る選手権大会 

 

事業名 中学生招待バス

ケットボール大

会 

実施主

体 

体育協会 

回 数 １回

事業費 ５４千円

実施日 ２月２３日

実施場

所 

社会体育館 

概 要 舞鶴以北を招待

（８チーム） 

 

事業名 ソフトバレーボ

ールリーグ 

実施主

体 

実行委員会 

回 数 ５回

事業費 ３５千円

実施日 ３月

実施場

所 

社会体育館 

概 要 実行委員会形式  

 

事業名 ニュースポーツ

教室 

実施主

体 

教育委員会 

回 数 ４回 

事業費  

実施日 ２月６日～ 

２月２７日 

実施場

所 

神野小学校 

概 要 ファミリーバド

ミントン 

 

事業名 高齢者新体力テ

スト 

実施主

体 

教育委員会 

回 数 １回 

事業費  

実施日 ６月２９日 

実施場

所 

虹の家 

概 要   

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ６ 社会体育に関すること 分科会名 社会教育分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

  

小委員会確認期日 平成  年  月  日 協議会確認期日 平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ６ 社会体育に関すること 分科会名 社会教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 社会体育事業につ

いて 

 （実施内容） 

 

事業名 中郡ニュースポ

ーツ大会 

実施主

体 

峰山・大宮教育委

員会、体育指導委

員会 

回 数 ２回 

事業費 １２４千円 

実施日 １０月、３月 

実施場

所 

途中ヶ丘公園他 

概 要 ペタンク、（峰

山）・ファミリー

バドミントン（大

宮）大会 

 

事業名 関西学生駅伝競

走大会 

実施主

体 

関西学生陸上競

技連盟 

回 数 １回 

事業費  

実施日 １１月１８日 

実施場

所 

丹後１市８町 

概 要   

  

事業名 町民卓球大会 

実施主

体 

網野卓球クラブ 

回 数 １回

事業費

実施日 １１月１１日

実施場

所 

網野中学校 

概 要  

 

事業名 町民ソフトバレ

ーボール大会 

実施主

体 

網野町バレーボ

ール協会 

回 数 １回

事業費

実施日 １１月１１日

実施場

所 

網野南小学校 

概 要  

 

事業名 上山杯少年少女

柔道大会 

実施主

体 

網野柔道連盟 

回 数 １回

事業費

実施日 １１月１１日

実施場

所 

町体育センター 

概 要   

 

事業名 きっず、ゲートボ

ール大会 

実施主

体 

ゲートボール協

会（教育委員会後

援） 

回 数 １２回

事業費 ３５千円

実施日 ６月～

実施場

所 

豊栄山村広場 

概 要   

 

事業名 テニス教室 

実施主

体 

体育協会 

回 数 ８回

事業費 ４５千円

実施日 ５月、９月

実施場

所 

町民テニスコー

ト 

概 要 町民対象に実施 

 

事業名 バドミントン教

室 

実施主

体 

体育協会 

回 数 ４回

事業費 ３５千円

実施日 １２月

実施場

所 

社会体育館 

概 要 町民対象に実施 

 

事業名 ゲートボール教

室 

実施主

体 

教育委員会 

回 数 １０回

事業費 １５千円

実施日 ６月～７月

実施場

所 

屋根付ゲートボ

ール場 

概 要 大人・子供の部で

それぞれ実施  

 

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ６ 社会体育に関すること 分科会名 社会教育分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

  

小委員会確認期日 平成  年  月  日 協議会確認期日 平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ６ 社会体育に関すること 分科会名 社会教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 社会体育事業につ

いて 

 （実施内容） 

 

項目名 内 容 

事業名 ウエスタンリーグ

公式戦 

事業主

体 

ウエスタンリーグ

公式戦開催実行委

員会・峰山町・峰

山町教育委員会 

事業費 ６，５００千円 

実施日 ４月第４土・日 

実施場

所 

峰山総合公園峰山

球場 

事業の

目 的

野球の普及とプロ

フエッショナルな

プレーの観戦の場

の提供 

事業の

内 容

ウエスタンリーグ

の公式戦開催と少

年野球教室 

参加人

数 

２，５００人 

～３，０００人  

  

事業名 町民野球大会 

実施主

体 

網野町野球協会 

回 数 １回

事業費

実施日 １１月１８日

実施場

所 

網野高等学校 

概 要  

 

事業名 関西学生駅伝競

走大会 

実施主

体 

関西学生陸上競

技連盟 

回 数 １回

事業費

実施日 １１月１８日

実施場

所 

丹後１市８町 

概 要  

 

事業名 杉本杯町民剣道

大会 

実施主

体 

網野剣道連盟 

回 数 １回

事業費

実施日 １１月２５日

実施場

所 

橘中学校 

概 要   

  

事業名 ニュースポーツ

講習会 

実施主

体 

教育委員会 

回 数 ５回

事業費 ５０千円

実施日 １０月

実施場

所 

社会体育館 

概 要 体育指導委員に

よる講習会  

 

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ６ 社会体育に関すること 分科会名 社会教育分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

  

小委員会確認期日 平成  年  月  日 協議会確認期日 平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ６ 社会体育に関すること 分科会名 社会教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 社会体育事業につ

いて 

 （実施内容） 

   

事業名 町民バドミント

ン大会 

実施主

体 

網野町バドミン

トンクラブ 

回 数 １回

事業費

実施日 １２月２日

実施場

所 

町体育センター 

概 要  

 

事業名 町ファミリーバ

ドミントン大会 

実施主

体 

教育委員会 

回 数 １回

事業費 １２８千円

実施日 １２月９日

実施場

所 

網野南小学校 

概 要  

 

事業名 町民バスケット

ボール大会 

実施主

体 

網野町バスケッ

トボールクラブ 

回 数 １回

事業費

実施日 １２月８日

実施場

所 

町体育センター 

概 要   

   

根拠条例・要綱・規則等       

  



 16

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ６ 社会体育に関すること 分科会名 社会教育分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

  

小委員会確認期日 平成  年  月  日 協議会確認期日 平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ６ 社会体育に関すること 分科会名 社会教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 社会体育事業につ

いて 

 （実施内容） 

   

事業名 硬式テニス教室 

実施主

体 

網野テニスクラ

ブ 

回 数 １回

事業費

実施日 １２月１６日

実施場

所 

町体育センター 

概 要  

 

事業名 中日・岡本選手の

少年野球教室 

実施主

体 

網野町体育協会 

回 数 １回

事業費

実施日 １２月２９日

実施場

所 

網野南小学校 

概 要  

 

事業名 スポーツ講演会 

実施主

体 

網野町体育協会 

回 数 １回

事業費

実施日 １月２３日

実施場

所 

アミティ丹後 

概 要   

   

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ６ 社会体育に関すること 分科会名 社会教育分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

  

小委員会確認期日 平成  年  月  日 協議会確認期日 平成  年  月  日 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ６ 社会体育に関すること 分科会名 社会教育分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 社会体育事業につ

いて 

 （実施内容） 

   

事業名 町民スキー大会 

実施主

体 

網野町スキーク

ラブ 

回 数 １回

事業費

実施日 ２月１１日

実施場

所 

スイス村スキー

場 

概 要  

 

項目名 内 容

事業名 あみのウォーク

デー 

実施主

体 

網野町教育委員

会 

事業費 ２２８千円

実施日 ５月２６日

１０月２７日

実施場

所 

網野町内 

事業の

目 的

歩きながら地域

の自然、歴史、文

化に触れ健康づ

くりを図る 

事業の

内 容

約８Ｋｍ程度の

コースを設定し、

地域の文化財な

どをめぐる 

参加人

数 

約１００人 

 

   

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－２２ 社会教育の取扱い 整理番号  専門部会名 教育部会 

分    類 ６ 社会体育に関すること 分科会名 社会教育分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

  

小委員会確認期日 平成  年  月  日 協議会確認期日 平成  年  月  日 
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